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（別紙１） 

 

ウリミバエ、クインスランドミバエ、チチュウカイミバエ 

及びミカンコミバエ種群防疫指針 

 
第１ 定義 

１ 本指針において「ウリミバエ等」とは、ウリミバエ、クインスランドミバエ、

チチュウカイミバエ又はミカンコミバエ種群のことをいう。 

 

２ 本指針において「寄主植物」とは、ウリミバエ等の種類に応じて、以下に掲げ

る植物のことをいう。 

（１）ウリミバエ  

植物防疫法施行規則（昭和 25年農林省令第 73号。以下「規則」という。）

別表２の４の項に掲げる植物 

（２）クインスランドミバエ 

規則別表２の３の項に掲げる植物 

（３）チチュウカイミバエ 

規則別表２の１の項に掲げる植物 

（４）ミカンコミバエ種群 

規則別表２の２の項に掲げる植物 

 

３ 本指針において「寄主果実等」とは、寄主植物の生果実、生茎葉等のことをい

う。 

 

４ 本指針において「寄生果実等」とは、ウリミバエ等が寄生した寄主果実等の

ことをいう。 

 

第２ 事前の準備 

１ 連絡体制の構築等 

（１）重要病害虫発生時対応基本指針（平成 24 年５月 17 日付け 24 消安第 650 号

消費・安全局長通知。以下「基本指針」という。）第３の１（２）に規定する

情報は、次に掲げる事項とし、都道府県は、市町村、農業者団体等から情報収

集に努めるものとする。 

ア 生産園地の場所 

イ 生産園地における寄主植物の種類及びその生産規模（面積、生産量等) 

ウ 生産園地における寄主植物の栽培暦 

エ 生産園地における寄主植物を栽培する農業者等の連絡先 

オ その他発生状況等の調査及び防除に資する情報 
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（２）また、都道府県は、ウリミバエ等の発生時に迅速な情報収集を行うことがで

きるよう情報の入手先、入手方法等について、市町村、農業者団体等と連携し、

あらかじめ整理しておくものとする。 

 

２ 資材の確保 

基本指針第３の２（２）に規定する資材の確保について、植物防疫所（那覇植

物防疫事務所を含む。以下同じ。）は、平時より、発生状況等の調査に用いる誘

引剤、トラップ等の資材及び初動防除に用いる誘殺板、ベイト剤等の資材の確保

に努めるものとする。 

 

３ 情報の収集・共有 

基本指針第３の３に規定する情報の収集・共有のほか、植物防疫所及び都道府

県は、農業者等のウリミバエ等への理解を深め、ウリミバエ等に係る情報が速や

かに収集される体制を構築するよう努めるものとする。 

 

第３ ウリミバエ等の発見・報告 

１ 侵入調査の実施 

  基本指針第４の１に規定する侵入調査は、侵入調査事業の実施について（令和

５年３月 24日付け４消安第 7242号農林水産省消費・安全局植物防疫課長通知）

に規定する侵入調査マニュアル（以下単に「侵入調査マニュアル」という。）に

従い行うものとする。 

 

２ 疑義虫の発見の報告 

基本指針第４の１（３）に規定する報告は、次のとおり行うものとする。なお、

風評被害を防止するため、情報の取扱いには注意するものとする。 

（１）植物防疫所及び都道府県は、侵入調査においてウリミバエ等と疑われる虫（以

下「疑義虫」という。）を発見したとき又は農業者等から疑義虫の発見の情報

提供があったときは、別添１を参考として速やかに、互いに情報共有するもの

とする。また、必要に応じて、地方農政局（内閣府沖縄総合事務局を含む。以

下同じ。）及び市町村にも情報共有するものとする。 

（２）植物防疫所は、侵入調査において疑義虫を発見したとき、農業者等から疑義

虫の発見の情報提供があったとき又は都道府県から（１）の連絡があったとき

は、農林水産省消費・安全局植物防疫課（以下「植物防疫課」という。）に連

絡するとともに、基本指針第４の１による報告を行うものとする。なお、ウリ

ミバエの不妊虫放飼が実施されている地域及び隣接する地域において、ウリミ

バエと疑われる虫が発見された場合には、報告前に当該虫が不妊虫でないこと

を確認するものとする。 
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３ 発見された疑義虫の同定 

基本指針第４の２に規定する有害動植物の同定は、次のとおり行うものとす

る。なお、風評被害を防止するため、情報の取扱いには注意するものとする。 

（１）都道府県又は植物防疫所は、２の連絡又は報告を行うとともに、速やかに同

定を実施するものとする。 

（２）疑義虫の幼虫や蛹が確認された場合、植物防疫官又は都道府県の担当者は、

分散防止措置を講じた上で、原則として成虫の羽化を確認するまで飼育及び保

管を行うものとするが、必要に応じて遺伝子診断法も活用できるものとする。 

（３）疑義虫は、可能な限り事前に画像を植物防疫官又は都道府県の担当者に送信

して診断を行った上で、侵入調査マニュアルに従って送付する。なお、同定結

果の確定は、実際の疑義虫を確認することにより行うものとする。 

 

４ 発見の報告 

基本指針第４の３に規定する有害動植物の報告は、次のとおり行うものとす

る。 

（１）植物防疫所又は都道府県は、３の同定の結果、ウリミバエ等であることが判

明した場合には、基本指針第４の３に規定する報告を行うものとする。 

（２）発見された場所が海空港及びその周辺以外の場所であった場合には、植物防

疫法関係事務に係る処理基準（平成 12年４月 11日付け 12農産第 2652号農林

水産省事務次官依命通知）により植物防疫法（昭和 25 年法律第 151 号。以下

「法」という。）第 21条に基づく報告も行うものとする。なお、速やかに本報

告を行うことができる場合は（１）の報告を省略することができる。 

 

第４ 初動対応 

１ 現地連絡会議の設置 

（１）第３の３の同定の結果、ウリミバエ等であると同定された場合又は第３の３

（３）の画像による診断でウリミバエ等である可能性が高い場合、植物防疫所

は、都道府県及び地方農政局の協力を得て、ウリミバエ等の対策を迅速かつ的

確に実施するため、現地連絡会議を設置する。現地連絡会議の議長は、原則と

して、ウリミバエ等が発見された都道府県を管轄する植物防疫所の統括植物

検疫官（国内検疫担当）又は支所長とする。 

（２）現地連絡会議は、都道府県、植物防疫所及び地方農政局の担当者をもって構

成するものとし、必要に応じて市町村、農業者団体、調査・防除の関係者等を

加えるものとする。 

（３）現地連絡会議においては、以下のア及びイについて、開催時に得られている

情報の共有を図り、ウからキまでについて協議する。また、新たな情報を入手

次第、情報の共有及び更新を図るものとする。 

ア 発見までの経緯 
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① 発見地点及びその周辺における侵入調査の実施状況等 

② 寄生果実等が発見された場合にはその被害状況（発生・被害面積） 

イ 発見地点周辺の環境 

① ウリミバエ等の発見地点を中心とした半径５ｋｍの円により囲まれた区

域（以下「調査区域」という。）内における寄主植物の分布（野生・庭木を

含む。） 

② 調査区域内における寄主植物の栽培状況 

③ 調査区域内において寄主植物の経済栽培がある場合はその種類、出荷時

期及び出荷先 

④ 調査区域内の寄主植物（野生・庭木を含む。）の所有者の情報 

⑤ 地理的環境、交通状況等 

ウ 初動対応の具体的内容及び役割分担 

エ 調査日程、防除日程及び必要な人員・車両等の調整 

オ 地元住民、農業者団体等への説明時期及び方法 

カ 侵入の原因 

キ その他必要な事項（調査結果の共有、今後の対策等） 

（４）風評被害の防止、個人情報保護の観点から、現地連絡会議で共有された情報

の扱いには十分注意するものとする。 

（５）植物防疫所は、初動対応が終了するまでの間、適宜現地連絡会議を開催する

こと等により、同会議の構成者と情報を共有するとともに、調査及び防除対策

の円滑な実施に向けた調整を行うものとする。 

（６）植物防疫所は、現地連絡会議の協議内容等について、随時、植物防疫課に報

告するものとする。 

（７）植物防疫課は、（６）の報告を受け、他の都道府県を含む関係する地域につ

いて侵入警戒体制の強化等の措置を講じる必要があると認めた場合には、発見

のあった都道府県の了解を得た上で、地方農政局を通じて関係する都道府県に

対し、ウリミバエ等の誘殺状況に関する情報を提供するものとする。また、関

係する都道府県に対し、地方農政局を通じてトラップの増設や調査間隔の短縮

等を求めるものとする。 

 

２ 発生状況等の調査等 

（１）発生状況等の調査 

ア 調査の実施 

植物防疫課は、同定の結果、疑義虫がウリミバエ等であるとの報告又は第

３の３（３）の画像による診断でウリミバエ等である可能性が高いとの報告

があった場合、基本指針第５の１（１）に基づき、ウリミバエ、ミカンコミ

バエ種群、クインスランドミバエ及びチチュウカイミバエの緊急防除実施基

準（令和５年３月 24 日農林水産省告示第 447 号）の２並びにウリミバエの
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緊急防除実施基準細則（令和５年３月 24日付け４消安第 6699号農林水産省

消費・安全局長通知）の第２、ミカンコミバエ種群の緊急防除実施基準細則

（令和５年３月 24日付け４消安第 6700号農林水産省消費・安全局長通知）

の第２、クインスランドミバエの緊急防除実施基準細則（令和５年３月 24日

付け４消安第 6701 号農林水産省消費・安全局長通知）の第２及びチチュウ

カイミバエの緊急防除実施基準細則（令和５年３月 24 日付け４消安第 6702

号農林水産省消費・安全局長通知）の第２のほか、別添２に従って調査を実

施するよう植物防疫所に指示するとともに、都道府県に対し、植物防疫所と

連携して調査を実施するよう要請するものとする。なお、画像による診断で

ウリミバエ等と疑われた疑義虫が、ウリミバエ等でないことが判明した場合

は、その時点で対応を終了するものとする。 

イ 同定診断 

調査において疑義虫が確認された場合には、第３の３と同様に速やかに同

定を行う。 

（２）侵入原因調査 

ウリミバエ等が発見された原因を解明するため、植物防疫所は必要に応じ、

関係機関の協力を得ながら、以下の項目等について調査する。 

ア 発見地点及びその周辺地域における発生国（地域）からの寄主果実等の持

ち込みの有無等 

イ 発見地点及びその周辺地域における発生国（地域）からの外航船（機）等

の入港の有無（外国漁船等の近海での操業及び悪天候等による沿岸部への避

難、接近等を含む。） 

ウ 寄主果実等の沿岸部への漂着の有無 

エ 風等の気象要因による発生国（地域）からの飛来の可能性を分析するため

の気象データ等 

オ 国内における誘殺状況 

（３）追跡調査 

植物防疫課は、寄生果実等が発見された生産園地で生産された寄主果実等が

調査区域外へ持ち出されている場合等、調査区域外においてウリミバエ等が発

生している可能性があると判断した場合には、当該調査区域外の地域を管轄す

る植物防疫所に対し、都道府県と連携してウリミバエ等の発生状況等の調査を

実施するよう指示するものとする。 

 

３ 初動防除 

ウリミバエ等の誘殺を確認した地域において、当該地域の地理的条件、気象条

件及び寄主植物の植栽状況等を考慮し、初動防除の実施が必要であると植物防疫

課が判断した場合は、２に掲げる発生状況等の調査と並行して、基本指針第５の

２に規定するもののほか、以下のとおり初動防除を行うものとする。なお、初動
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防除の実施に当たっては、別添３を参考にすることとし、防除対象地域の地理的

条件、気象条件等を考慮し、現地連絡会議において協議した上で、実施時期等に

ついては柔軟に対応することができるものとする。 

（１）初誘殺確認直後 

ア 植物防疫所及び都道府県は、第２の２に掲げる資材を活用して以下の初動

防除を速やかに行い、まん延防止を図る。なお、誘殺板に用いる薬剤の中に

は適用のないものはあるものの、法第 29条第１項の規定による防除を行うた

めの使用が可能である。 

① 誘殺板設置（チチュウカイミバエを除く。） 

② ベイト剤の散布 

イ 植物防疫所及び都道府県は、初動防除を実施する地域の農業者団体、生産

園地等の関係者等に対し、初動防除の概要及びその必要性などを説明し、初

動防除への協力を得るものとする。 

ウ 初誘殺確認時点で（２）のアの①から③までの基準に該当する場合は、植

物防疫所及び都道府県は、植物防疫課と初動防除の強化について協議する。 

（２）初動防除の強化 

植物防疫所及び都道府県は、（１）の初動防除の実施後、アの基準に該当し

た場合は、ウリミバエ等が発生している可能性があると判断し、植物防疫課と

協議の上、現地連絡会議において初動防除の強化対象地域を設定するとともに

実施方法を決定する。 

ア 判断基準 

① 寄主果実等調査等で幼虫又は蛹が確認された場合 

② １回の調査で１つのトラップに３頭以上の誘殺が確認された場合 

③ １回の調査で調査区域（他の調査区域が重なる場合は、その調査区域を

含む。以下④において同じ）内の３地点以上で誘殺が確認された場合 

④ 調査区域内で４週連続で誘殺が確認された場合 

イ 地上防除の強化 

① 地上防除の強化は、以下の（ア）から（カ）までの方法により実施する。 

（ア）誘殺板設置範囲の拡大 

（イ）寄生果実等の発見地点及びその周辺地域の寄主果実等の除去 

（ウ）地元住民による寄主果実等の自主的な除去の要請 

（エ）ベイト剤の散布範囲の拡大 

（オ）寄生果実等の発見地点又は誘殺地点周辺の植栽状況等を踏まえた予防

的な寄主果実等の除去の検討 

（カ）寄主果実等の調査区域外への移動自粛の検討 

② ①（ア）により拡大された誘殺板設置範囲の周辺に、他の誘殺地点があ

る場合は、それらの誘殺地点を含む範囲まで拡大して地上防除の強化を行

うことを検討する。また、地上防除の強化を行う範囲に人力で誘殺板を設
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置することができない地域又は人力で誘殺板を設置することが効率的でな

い地域がある場合は、航空防除の実施を検討する。 

なお、植物防疫所及び都道府県は、植物防疫課と協議の上、発生状況等の

調査等の結果を踏まえ、現地連絡会議において初動防除の強化対象地域及

び方法を見直すことができる。 

ウ 航空防除の実施 

植物防疫課は、航空防除の実施について都道府県と協議し、植物防疫所と

調整した上で、判断するものとする。なお、航空防除は、①から③の方法によ

り実施する。 

① 航空防除は、人力で誘殺板を設置することができない地域又は人力で誘

殺板を設置することが効率的でない地域で実施するものとし、 植物防疫所

及び都道府県が航空防除の実施対象地域について協議し、該当する市町村

に実施可否について確認を行う。 

② 航空防除の実施が可能な地域については、都道府県が航空会社と飛行ル

ート等を調整し、航空防除の実施範囲を確定する。 

③ 誘殺板の散布密度は１ha当たり１～３枚（原則３枚/ha）とする。 

 

４ 初動対応に関する報告 

植物防疫所は、現地連絡会議、発生状況等の調査及び初動防除等の概要につい

て、植物防疫課に報告するとともに、他の植物防疫所及びウリミバエ等が発見さ

れた都道府県を管轄する地方農政局と共有する。 

 

５ 初動対応の終了 

初動対応は、原則として３世代相当期間誘殺がないこと及びその他の情報を踏

まえて、現地連絡会議がウリミバエ等の発生が終息したと判断する場合又は緊急

防除等の特別な対策が開始された場合に終了する。 

 

６ 消費・安全対策交付金の活用 

都道府県は、地方農政局と防除計画等を共有し、必要に応じて消費・安全対策

交付金の活用について協議する。 

 

第５ 対策検討会議の開催 

１ 植物防疫課は、第４の４の報告内容を検証し、初動防除の強化後においても複

数地点での誘殺や寄生果実等の発見等が継続的にある場合であって、ウリミバエ

等が定着・まん延するおそれが高いと判断するときには、ウリミバエ等のまん延

を防止するため、緊急防除等の特別な対策が必要となることを想定し、基本指針

第６の１に規定する対策検討会議を開催し、防除対策を決定する。 

２ 農林水産省は、緊急防除の実施が必要とされた場合には、対策検討会議の内容
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を踏まえて緊急防除を行うものとし、その実施に当たっては、関係都道府県、市

町村等に法第 19 条第１項の規定による協力指示を行うものとする。なお、対策

検討会議において、特に迅速な防除が必要とされた場合には、法第 18 条第２項

の緊急措置命令を行うものとする。 

 

第６ 発生の公表及び報告 

発生の公表については、基本指針第６の５に規定するほか次のとおり行うもの

とする。 

１ 植物防疫課及び都道府県は、遅くとも、第５の対策検討会議の開催前までに、

ウリミバエ等の発生に関する情報の概要を公表するものとする。 

２ 都道府県は、報道発表、病害虫発生予察特殊報の発出などウリミバエ等の発生

に関する情報を公表する場合には、公表の時期、方法及び内容について、あらか

じめ植物防疫課と協議するものとする。 
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別添１（第３の２関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農林水産省 

関係部局 

連 絡 体 制 

都道府県 

・病害虫防除所 

・農業普及指導センター 

・試験研究機関等 農業者又は農業者の 

組織する団体 

市町村 

地元住民 

大学・独立行政法人等の 

専門機関 

植物防疫所 

都道府県 

植物防疫 

担当課 

地方農政局 

植物防疫 

担当課 

植物防疫課 

国際機関 ウリミバエ等を発見 
する可能性のある者 

：現地連絡会議構成者 

：情報の流れ 
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別添２（第４の２関係） 

 

発生状況等の調査 

 

１ トラップ調査 

（１）使用トラップ等 

ア トラップは、原則としてスタイナー型トラップを使用する。なお、スタイ

ナー型に替えて、ジャクソン型等有効なトラップも使用することができる。 

イ 調査区域内に、発見されたウリミバエ等の種類に応じた以下の誘引剤を用

いたトラップを 35個又は 0.45個/km2を目安に設置し、誘引剤は４週間ごと

に交換する。なお、水域等の明らかに寄主植物が存在しない区域がある場合

には、その面積分を減ずることができる。 

① ウリミバエ及びクインスランドミバエ：キュウルア 

② チチュウカイミバエ：トリメドルア 

③ ミカンコミバエ種群：メチルオイゲノール 

ウ 調査開始から６週目までに誘殺が確認されなかった場合、７週目以降は調

査区域内に設置するトラップを 15個又は 0.20個/km2まで減ずることができ

る。ただし、調査区域内で新たな誘殺があった場合には、当初の設置数に戻

すものとする。 

エ トラップは、寄主植物の有無、環境、地形及び既設トラップの配置等を考

慮の上、地図上で可能な限り均等になるように設置場所を選定し設置する。 

オ 植物防疫所は、設置後、Global Positioning System（以下「GPS」とい

う。）受信機などを活用し、設置地点を記した調査用地図を都道府県の協力

を得ながら作成する。 

カ 調査区域内で、初発見地点以外のトラップに誘殺された場合は、新たな発

見地点を中心として半径５km の範囲を新たな調査区域とする。 

（２）調査間隔 

調査間隔は、トラップを設置した日の翌日又は可能な限り近い日に１回目の

調査を実施し、２週目までは週２回、３週目から６週目までは週１回以上とし、

７週目以後は２週間に１回以上とする。ただし、調査区域内に設置したトラッ

プで新たな誘殺があった場合の調査間隔は、当該調査区域における最終発見日

を起点として２週目までは週２回、３週目から６週目までは週１回以上とし、

７週目以後は２週間に１回以上とする。 

（３）調査期間 

ア 調査期間は、ウリミバエ等の最終発見日を起点として、原則として３世代

相当期間終了時までとし、調査区域ごとに調査期間を設定する。ただし、第

４の３（２）の初動防除の強化の対象地域を除き、①又は②のいずれかの条

件を満たす場合には、現地連絡会議において協議の上、調査を終了できる。 

① ２世代相当期間終了時まで誘殺及び寄生果実等の存在が認められず、更
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に調査区域の近隣の気象観測地点における日最高気温の月別平均値（平年

値）が 13℃以下の月の前月まで発生が認められない場合。 

② 日最高気温の月別平均値（平年値）が 13℃以下の月を挟んで２世代相

当期間誘殺及び寄生果実等の存在が認められない場合。 

イ トラップ調査は、日最高気温の月別平均値（平年値）が 15.5℃以下の月に

おいては、トラップ設置数を半径５km 円内に 15 個まで減じ、調査開始２週

目までの調査間隔を週１回とする。また、日最高気温の月別平均値（平年値）

が 13℃以下の月には調査を休止することができる。ただし、調査区域内にお

いて、最終発見日から６週目までの調査を実施している場合又は初動防除を

強化している場合には、調査を継続する。 

 

２ 寄主果実等調査 

（１）採取方法等 

ア ウリミバエ等の誘殺が確認された地点を中心とした半径２km の円により

囲まれた区域を対象に、寄主果実等のうち、熟果、傷果、落下果、腐敗果及

び奇形果を中心に採取する。ただし、ウリミバエについては、幼果を含む生

果実を採取することとし、うり科植物については茎葉、つぼみ等も採取する。 

イ 採取場所は、地域的に可能な限り偏りのないよう選定する。 

ウ 植物防疫所は、GPS 受信機などを活用し、採取地点を記した調査用地図を

都道府県の協力を得ながら作成する。 

（２）調査時期 

寄主果実等の採取は、ウリミバエ等の誘殺を確認した直後と２週間後を目安

に計２回行う。ただし、誘殺までの２週間以内に第４の３（２）の寄主果実等

の除去を行った地域では本調査を省略することができる。 

（３）保管 

採取した寄主果実等については、ウリミバエ等が散逸するおそれのない検定

室等において原則として飼育容器等に 22～28℃で５日間以上保管の上、切開

し、ウリミバエ等の寄生の有無を確認する。ただし、ウリミバエ等の寄生が疑

われる場合や寄主果実等の腐敗のおそれがある場合等には、随時寄生の有無を

確認する。 

（４）調査に当たっての留意事項 

ア 採取した寄主果実等の輸送及び保管調査中におけるウリミバエ等の散逸

防止については、厳重な注意を払い対応する。 

イ 生産園地及び民家の庭先等で栽培されている寄主果実等を採取する必要

がある場合、都道府県及び市町村は連携して住民に協力を要請する。 

ウ その他の事項については、参考資料を参照する。 
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参考資料（別添２関係） 

 

寄主果実等調査における寄主果実等の採取に当たっての実務参考資料 

 

 寄主果実等の調査における寄主果実等の採取（以下「採果」という。）の方法等に

ついては、次のとおりとする。 

 

１ 調査に使用する器具等 

・ 採果袋（布製の袋が望ましいが、難しければビニール袋でも可） 

・ 大型ビニール袋又は容器（採果袋を入れ、散逸防止を図るもの） 

・ 採果カード（耐水紙が望ましい）（例示：別記様式１） 

・ 採果カード用ビニール袋（果汁による汚損防止のため、採果カードは、ビニ

ール袋に入れて採果袋に入れる。） 

・ 寄主果実等調査野帳（例示：別記様式２） 

・ 地図（採果地点プロット用） 

・ バインダー（Ａ３程度） 

・ 筆記用具 

・ 高枝切り鋏、剪定鋏 

・ ルーペ、カッターナイフ、小型保管容器、ピンセット、ガムテープ 

・ GPS受信機 

 

２ 採果に当たっての注意事項 

（１）採果対象は、対象となるミバエ類の寄主植物の熟果、傷果、落下果、腐敗果

及び奇形果を中心とする。ただし、ウリミバエについては、幼果を含む生果実

を採取することとし、うり科植物については茎葉、つぼみ等も採取する。 

ミカンコミバエ種群については、特に好適な寄主植物とされるかんきつ類、

アセロラ、あんず、いちじく、オリーブ、かき、キミノバンジロウ、くだもの

とけいそう、すもも、テリミノイヌホオズキ、とうがらし、とまと、なし、な

す、パパイヤ、ばんじろう、びわ、ぶどう、マンゴウ、もも及びりんごなどの

果実や果菜類のうち、春から夏にはびわ及びすもも、夏には落果した中晩柑、

いちじく及びなし（無袋栽培）、秋には成熟したばんじろう、キミノバンジロウ、

かき及びうんしゅうみかん（無農薬又は低農薬栽培）を中心に採果することと

する。 

（２）採果地点が極端に偏らないように、できるだけ調査範囲内で無作為に採果す

る。 

（３）採果袋は、採果地点ごとかつ植物の種類ごとに取り替える。また、採果袋ご

とに採果カードを記入し、採果袋に入れる(カード記入に際し、水性ボールペン

等の使用はさける。)。 

（４）採果地点ごとに地図にプロットする。その際「地点番号、植物名、採取個数」
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を記入する。 

（５）採果結果は、採果カード（別記様式１）を基に、寄主果実等調査野帳（別記

様式２）に記録する。 

 

３ その他の注意事項 

（１）庭木、家庭菜園等で採果する場合は、所有者の許可を得ること。 

（２）果実内のミバエ類は高温に弱いため、調査中及び保管場所への移動の際、採

取した果実は高温下又は直射日光の当たる所での保管を避ける。特に夏場の自

動車内に密閉したままで置かない。 

（３）採果した果実は、蒸れを防ぐため採果袋で保管するが、散逸防止のため必要

がある場合は採果袋をビニール袋等に入れる。 

（４）調査中、果実内に疑義虫の幼虫を確認した場合、果実ごと小型保管容器（蓋

にミバエ類散逸防止用の網付き）に個別に保管し、羽化後に同定することを基

本とする。 

なお、幼虫･蛹を遺伝子診断法による解析に供する必要がある場合は、無水エ

タノール又はアセトン中に保管する。 

 

 

別記様式１ 採果カード（例示） 

 

調査地点 
市町村名・島名 調査班 地点番号 

  班   

採果年月日 年   月   日 

植物名   

採果数       個 

現場切開 
寄生果数   切開果数 

個   個 

植生状況 
野生 ・ 家庭菜園 ・ 庭木  

施設 ・ 畑（果樹園含む） 

備考   

（注）傷果、腐敗果又は奇形果を採取した場合には、その旨を備考欄に記入すること。 
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別記様式２ 寄主果実等調査野帳（例示） 

 

（ 市町村名・島名 ）  寄主果実等調査野帳 

     採果年月日：  年   月   日 切開年月日：   年  月  日   

      

調査 

地点 

番号 

植物名 

現場切開 保 管 調査 

対象 

果数 

(A+B) 

備考 
切開 

果数 

(A） 

ミバエ科 
採果数 

(B) 

ミバエ科 

発見 

頭数 
/ 

寄生 

果数 

寄生 

果数 

寄生 

頭数 

１－１ タンカン 0    / 0  20      20      

１－２ ポンカン 2    / 0  5      7      

１－３ ナス 0    / 0  3      3      

                        

        /               

        /               

計   2  0  / 0  28  0  0  30      

    3  種類       3  地点 30  果   
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別添３（第４の３関係） 

 

ウリミバエ等の誘殺・発生が確認された場合の初動防除参考資料 

 

１ 防除対象地域 

第４の３の初動防除を実施する地域とする。 

 

２ 防除方法 

ウリミバエ等に対する防除は、誘殺板を用いた「雄除去法」を主体として行い、

必要に応じてベイト剤散布及びその他の防除方法を組み合わせて実施する。 

（１）誘殺板を用いた防除方法 

ウリミバエ等（チチュウカイミバエを除く。）の雄成虫に対する防除は、誘

殺板（4.5×4.5×0.9cm のテックス板に対象となるウリミバエ等の誘引剤と殺

虫剤の混合剤を染み込ませたもの）を用いる。誘殺板は、人力又は航空防除に

より配置又は散布するが、具体的には次により行う。 

ア 初動防除（防除対象地域：半径２km 円内、必要に応じて半径５km まで拡

大） 

誘殺板を１ha当たり１～３枚（原則３枚）の密度で、防除対象地域内の樹

木の枝等に針金等で吊り下げる。なお、吊り下げはトラップから 10ｍ以上の

距離を置くこと。 

イ 初動防除の強化（防除対象地域：半径５km円内） 

① 誘殺板を１ha当たり、１～３枚（原則３枚）とし、必要に応じて設置か

ら 30日経過した後に再設置を行う。 

② 防除対象地域の範囲及び状況により人力による設置又はヘリコプター等

による投下散布（航空防除）を行う。 

③ ウリミバエ等の寄主植物の生産園地等における防除は、現地連絡会議で

協議の上、現地の状況に応じた誘殺板の密度及び配置方法等を決定する。 

④ 防除対象地域内において、防除実施後もトラップへの誘殺又は寄生果実

等の発見が続く場合は、誘殺板の設置範囲の拡大等について、現地連絡会

議で協議する。 

 

（２）ベイト剤を用いた防除方法 

ウリミバエ等の成虫に対する防除は、ベイト剤を用いるものとし、農薬の登

録内容に従い樹木の幹や葉の裏などにスポット散布する。 

ア 初動防除 

誘殺地点を中心に、半径 50mの範囲内で散布する。 

イ 初動防除の強化 

① 誘殺地点を中心に、半径 50mの範囲内で散布する。 

② 寄生果実等が発見された場合は、発見地点を中心に半径 100mの範囲内に
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１週間間隔で２回以上散布を行う。 

ウ 留意事項 

① 住宅地における防除は、街路樹及び空き地などの藪、草むらへ散布し、

農地においては、農作物に直接かからないよう周辺の藪、草むらなどに散

布する。 

② ミツバチの飼育場所では、巣箱及びその周辺にかからないようにする。 

③ 降雨前後の使用は、防除効果が低下するため極力避ける。 

 

（３）寄主果実等の除去 

ウリミバエ等の寄生した寄主果実等が発見された場合は、発見地点周辺の寄

主果実等の除去を行い、除去した寄主果実等については廃棄物の処理及び清掃

に関する法律等の関係法令に留意して適切に処分する。この場合、都道府県を

通じて、地元の市町村等に対し、協力を要請するとともに、関係機関、関係部

署等と必要な調整を行う。なお、除去の対象となる寄主果実等には、野生のも

の、庭木として所有されているもの等の生産園地で栽培されていないものも含

む。 

ア 除去範囲 

寄生果実等が発見された地点を中心として半径１km円内の寄主果実等（落

下果、傷果等を含む）を可能な限り除去するとともに、半径２km円内の住民

を対象に寄主果実等の自主的な除去の協力を要請する。なお、寄生果実等の

発見又は誘殺地点周辺の植栽状況等を踏まえ、寄主果実等除去の対象範囲の

拡大等について、必要に応じて現地連絡会議で協議し、決定する。 

イ 処分方法 

① 除去した寄主果実等は、次のいずれかの方法により処分を行う。 

（ア）焼却 

（イ）原則として覆土１ｍ以上の埋没・鎮圧 

（ウ）その他適切な処分方法 

② 地元の市町村関係機関が住民に寄主果実等の回収を要請する場合は、回

収された寄主果実等をビニール袋等に入れ完全に密閉し、公共機関による

回収・処分が行われる体制をつくることを基本とし、原則として住民独自

による処分（埋却又は焼却等）を行わないよう指導する。 

 


